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平成 30年４月 26日 

各 位 

会 社 名 日 本 ア ジ ア グ ル ー プ 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役会長兼社長  山 下  哲 生 

 （コード番号：3751 東証第１部） 

問合せ先 取 締 役  清 見  義 明 

 TEL(03)－4476－8000（代表） 

 

 

サンヨーホームズ株式会社株券等（証券コード：1420）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

日本アジアグループ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日開催の取締役会において、以下

のとおり、サンヨーホームズ株式会社（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市

場第一部、証券コード：1420、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者普通株式」といいま

す。）を金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に基づ

く公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

１．買付け等の目的等 

（１） 本公開買付けの概要 

公開買付者は、本日現在、対象者普通株式 504,800株（所有割合（注１）4.00％（小数点以下第三位を

四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。））を所

有しております。公開買付者は、平成 30 年２月上旬以降、市場内取引により断続的に対象者普通株式を

取得し（取得価格は、１株当たり 800 円から 995 円まで）、平成 30 年３月下旬に、公開買付者が本日現

在において所有する 504,800 株（所有割合 4.00％）を所有するに至りました。その後、公開買付者によ

る対象者普通株式の取得はありません。 

 

今般、公開買付者は、対象者との間の資本関係の更なる強化により、対象者との間で将来的に緊密な協

業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益の拡大を図るため、本公開買付けを通じて、対象者

普通株式を買い増すことを決定いたしました。公開買付者は、対象者がこれまで行ってきた経営施策を

高く評価しており、本公開買付け後も、対象者の現在の経営体制を尊重する意向です。 

本公開買付けは、対象者普通株式に係る所有割合が過半数となる対象者普通株式の取得を目的とするも

のではなく、対象者との間の協業に向けた資本関係の更なる強化を目的とするものです。下記のとおり、

公開買付者は、本公開買付けの実施について本公開買付けの開始に先立って対象者との協議を行ってい

ないため、対象者普通株式に係る所有割合が過半数に近くなる数を買付予定数の上限とした場合、本公

開買付けが対象者の支配権獲得又は経営参加を企図とするものではないかとの懸念を対象者の経営陣、

株主、その他のステークホルダーの皆様に生じさせる可能性があると考えました。他方で、公開買付者

は、今後対象者との協業を円滑に遂行するためには、対象者の株主として相応のコミットをする意思が

あることを示す必要があるとも考えております。これらの理由から、公開買付者は、買付予定数の上限

を、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が 33.34％となる対象者普通株式の数（4,207,508 株）

から、公開買付者が本日現在において所有する対象者普通株式の数（504,800株）を控除した株式数であ

る 3,702,708株（所有割合 29.34％）に設定しております。本公開買付けに応募された株券等（以下「応

募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の上限（3,702,708 株）を超える場合には、その超える部
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分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び発行者以外の者による株

券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下

「府令」といいます。）第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しそ

の他の決済を行います。また、本公開買付けは、対象者との間の資本関係の更なる強化を目的とするも

のですので、本公開買付けにおいて買付予定数の下限は設定しておりません。したがって、応募株券等

の総数が買付予定数の上限（3,702,708株）以下の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注１） 所有割合とは、対象者が平成 30年２月 13日に提出した第 22期第３四半期（自 平成 29年 10

月１日 至 平成 29年 12月 31日）四半期報告書（以下「対象者第 22期第３四半期報告書」

といいます。）に記載された平成 29 年 12 月 31 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数

（12,620,000株）に対する割合をいいます。以下同じです。 

公開買付者は、本公開買付けの実施について、本公開買付けの開始に先立って対象者との協議は行って

おりません。したがって、本日現在、対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。

しかしながら、下記「（２）本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由」の「⑤ 本公開買付

けを実施する理由」に記載のとおり、本公開買付けの目的である公開買付者と対象者との協業に向けた

資本関係の強化は、現在、対象者及び公開買付者が異なる視点から推進する「地球環境の保全」、「地球

温暖化対策」及び「社会の安心と安全の維持向上」に関わる取組みを融合し、両社における各事業の成

長及び両社の目的達成に向けて強力な推進体制を構築するうえで極めて有意義なものであり、対象者の

経営陣、株主その他のステークホルダーの皆様の利益に資するものであると考えており、公開買付者と

しては、対象者が、本公開買付けに対して賛同されることを期待いたしております。また、公開買付者

は、本公開買付けの実施について、事前に対象者との協議を行っていないため、対象者の賛同が得られ

ず、対象者との間で協業関係を構築できない可能性もあり、本公開買付けの目的を果たすことができな

い可能性があります。しかしながら、公開買付者は、本公開買付けの実施について対象者と事前に協議

を行うことで、情報漏洩等により対象者普通株式の市場株価が高騰し、公開買付者が適正と考える買付

け等の価格が、直近市場株価に比して十分なプレミアムがつけられていないと対象者及びその株主に受

けとめられる可能性があるため、公開買付者において、直近の市場株価を元にした買付け等の価格の再

設定が必要となる場合がありうることや、同様の理由により株主が応募を見送る結果として、本公開買

付けに対して十分な応募がなされない可能性があることを懸念いたしました。また、公開買付者として

は、対象者との協業をいち早く進めたいと考えており、下記「（２）本公開買付けの実施を決定するに

至った背景及び理由」の「⑤ 本公開買付けを実施する理由」に記載のとおり、本公開買付けの目的であ

る対象者との協業の内容には、公開買付者が新たな事業領域として位置づけることとした「森林活性化

事業」及び「木材関連産業の成長産業化事業」（これらの事業の詳細については、下記「（２）本公開買

付けの実施を決定するに至った背景及び理由」の「② 『森林活性化事業』及び『木材関連産業の成長産

業化事業』への取組み」をご参照ください。）に関連するものが含まれるところ、資本関係の更なる強化

を図ることなく、かかる新たな事業領域を対象者にご理解いただき、協業の内容に関する具体的な協議

を進めるには多くの時間を要することが見込まれ、そのために本公開買付けを開始する適切な時機を逸

してしまうリスクが生じることも懸念いたしました。これらのリスク要因は、対象者の賛同を得られな

いリスクよりも大きいものと判断し、対象者との事前の協議を行わずに本公開買付けを開始することと

いたしました。 

 

（２） 本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由 

① 公開買付者の概要 

公開買付者は、昭和 63 年３月に、不動産の売買・仲介を目的とする株式会社日星地所を、その前身

として設立いたしました。その後、平成 10 年３月には「株式会社ジー・エフ」に商号変更し、平成 16

年 10月に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。その後、平成 20年６月に、持株会社化を

図るとともに商号を「株式会社ジー・エフグループ」に変更し、平成 21 年２月に、公開買付者を存続

会社とし、旧日本アジアグループ株式会社及び旧株式会社モスインスティテュートを消滅会社とする吸

収合併を行い、商号を「日本アジアグループ株式会社」に変更いたしました。その後、公開買付者は平
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成 27 年５月に東京証券取引所市場第一部に市場変更いたしました。公開買付者グループは、本日現在、

公開買付者、連結子会社 90 社（本日付「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」で公表い

たしましたとおり、公開買付者の連結子会社である日本アジアファイナンシャルサービス株式会社は、

本日付で、その保有する、同じく公開買付者の連結子会社である日本アジア・アセット・マネジメント

株式会社の発行済株式の全てを、平成 30年５月 31日付（予定）でｉホールディング株式会社及びあい

証券株式会社に対して譲渡する旨の株式譲渡契約を締結いたしました。かかる株式譲渡が実行された場

合、公開買付者の連結子会社は 89社となります。）及び持分法適用関連会社３社より構成され、主とし

て、「空間コンサルティング事業」及び「グリーンエネルギー事業」を展開しております。 

 空間コンサルティング事業は、空間情報を活用した、エネルギー、防災・環境保全、社会インフラ及

び行政マネジメントに関する業務を行う事業です。公開買付者の完全子会社であり、公開買付者グルー

プにおける空間コンサルティング事業の中核企業である国際航業株式会社は、昭和 22 年の設立以来、

高度成長期の日本の社会インフラ整備を支えてきた企業であり、現在でも地理空間情報技術（測量、解

析及び評価する技術）を基盤とする総合的なコンサルタント企業として、社会インフラの一層の充実に

向けた事業を推進しております。また、公開買付者グループは、平成 30 年４月２日付で株式会社ザク

ティホールディングスの全株式を取得し同社を完全子会社としました。同社の子会社である株式会社ザ

クティは、昭和 51年に三洋電機株式会社のデジタルデバイス部門として発足し、平成 27年４月に同社

から分離独立しました。株式会社ザクティはデジタルカメラの開発で培った、イメージ・センサー（光

の強弱を電気信号に変換する装置）及び画像処理エンジンをベースとした最先端の画像処理技術等にお

いて、世界有数の開発技術を有していることから、そうした高度な画像処理技術を、国際航業株式会社

が有する地理空間情報技術に応用することで、空間コンサルティング事業の新たな可能性が広がるもの

と期待しております。 

グリーンエネルギー事業は、太陽光発電所等の企画・開発・運営開発、売電事業、不動産賃貸、ア

セットマネジメント、プロパティマネジメント、不動産関連ソリューション、戸建住宅事業等を内容と

する事業です。グリーンエネルギー事業につきましては、公開買付者の完全子会社であるＪＡＧ国際エ

ナジー株式会社が、再生可能エネルギー関連技術を活用し、同事業全般を担う中核企業として、エネル

ギー事業の発掘から建設、発電、保守・維持管理に至る一連の事業を推進しております。特に、太陽光

発電所の開発・運営事業においては、いわゆる固定価格買取制度が導入された平成 23 年以前の平成 22

年３月の段階で、既に宮崎県において太陽光発電所を竣工させるなど、 業界の先駆けであり、新規取

得予定の設備を含めると、平成 30年３月末時点において、日本全土において 65か所の発電施設を有し、

その総発電出力規模は 155メガワットを越える規模に達しております。また、戸建住宅事業につきまし

ては、兵庫県明石市を拠点とする公開買付者の完全子会社である株式会社ＫＨＣとその傘下の住宅開発

事業会社５社を通じて年間 400余棟の戸建住宅の建設を行い、主として兵庫県内を事業基盤としながら、

注文住宅の設計施工を中心に地域密着型でお客様の家づくりや住宅取得に関わる様々なサポートを提供

しております。 

なお、公開買付者は、平成 29 年３月に、それまで公開買付者グループの主たる事業のひとつであっ

た「金融サービス事業」（投資信託・投資顧問業及びその他金融サービスを内容とする事業）を担って

いた、公開買付者の完全子会社であった日本アジア証券株式会社及びおきなわ証券株式会社を、公開買

付者グループ外へと売却するグループ再編を実施いたしました。 

その後、公開買付者は、金融サービス事業に代わる公開買付者グループの事業の新たな柱として、気

候変動対策というテーマを事業領域の中心に据え、(a)空間コンサルティング事業において培った地理

空間情報技術を活かしたサービスを提供する「地理空間情報事業」、(b)グリーンエネルギー事業の一角

をなす「再生可能エネルギー事業」、並びに、(c)公開買付者グループが新たな事業領域として位置付け

ることとした、下記「② 『森林活性化事業』及び『木材関連産業の成長産業化事業』への取組み」に

記載の「森林活性化事業」及び「木材関連産業の成長産業化事業」を組み合わせた、「気候変動対策事

業」の開発及び強化を目指しております。さらに、公開買付者は、下記「② 『森林活性化事業』及び

『木材関連産業の成長産業化事業』への取組み」に記載のとおり、地域経済の活性化やまちづくりへの

取組みに対する貢献等の観点からも、「森林活性化事業」及び「木材関連産業の成長産業化事業」の開
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発に取り組んでおり、当該各事業の開発に対して公開買付者グループが有する経営資源を集中的に配分

することで、当該各事業における公開買付者グループの競争優位性の確立とグループ全体の成長力の強

化に取り組んでおります。 

こうした事業推進体制の下、公開買付者は、創業より培った独自の技術（地理空間情報技術及び再生

可能エネルギー関連技術）と金融ノウハウ（事業の金融商品化及びその資金調達、運用等に関する知識

及び経験）とを融合したユニークな強みを活かしたサービスの提供を通じて、「安心で安全、そして持

続可能なまちづくりで社会に貢献する」ことを企業理念として事業を展開しております。公開買付者は、

社会の様々な課題を解決するための技術力と、そうした解決策を事業化していくための金融力（適切な

方法により必要な資金を調達する能力）は、これからの社会が必要とする事業を創出し育成していくう

えで不可欠な要素であると考えております。また、公開買付者が事業を行う際の基本的な取組み姿勢は、

自社の利益のみを追求する利益第一主義ではなく、人と地球に優しいまちづくり、すなわち「グリー

ン・コミュニティ」の実現を目指し、上記の空間コンサルティング事業、グリーンエネルギー事業及び

気候変動対策事業の各事業領域において、広く社会における環境の持つ新たな価値を創出し、資産価値

の向上に向けた事業活動を通じて社会の問題を解決し、その対価として利益を生み出すことで、環境や

社会問題という非営利的な概念と営利性とが共存する「共通価値の創造」を目指すことです。今後も共

通価値の創造を基本姿勢として貫き、事業を通じて日本のみならず世界の発展の一翼を担うべく、困難

な問題にも臆することなく日々挑戦を続けてまいります。 

 

②「森林活性化事業」及び「木材関連産業の成長産業化事業」への取組み 

現在の日本は、人口減少、地方創生、エネルギーの自給、社会インフラの老朽化、減災対策等、解決

しなければならない数多くの課題を抱えています。そこで、公開買付者は、そうした日本が抱える課題

の解決に向けて、我が国面積の実に三分の二を占める森林が持つ潜在的なビジネスへの利用可能性とそ

の豊富な森林資源に着目し、「森林活性化事業」及び「木材関連産業の成長産業化事業」を新たな事業

領域として開発することといたしました。 

現在、日本の森林所有構造は、林業事業体のうち、所有森林面積が１ヘクタール以上、かつ 10 ヘク

タール未満の事業体が全体の９割を占めるなど、小規模・分散化しています。また、高齢化等により世

代交代が進む中、安価な外国製材の輸入自由化により採算性が悪化してきた過去の経緯から、経営意

欲・所有意思のない森林所有者が増加する等、日本の林業全体が疲弊した状況にあります。このような

状況を打開するため、公開買付者は、森林活性化事業において、公開買付者グループが保有する地理空

間情報技術、再生可能エネルギー関連技術及び金融ノウハウの各知見を結集して、日本全国に広がる森

林を持続可能な生産林へと転換し、森林が元来持つ生物多様性保全、地球環境保全、土砂災害防止及び

土壌保全等の多面的機能を回復すると同時に、国産材の安定供給体制の構築・整備を推進してまいりま

す。かかる事業の足掛かりとして、公開買付者は、平成 28 年１月に、徳島県において約 1,100 ヘク

タールの森林を取得し、平成 28 年４月より森林整備と搬出間伐による原木生産を開始いたしました。

また、同年 10 月には高知県の４か所において合計で約 400 ヘクタールの森林を取得しました。さらに、

平成 29年４月には徳島県で新たに 500ヘクタール、同年 11月には新潟県で 400ヘクタールの森林を追

加取得し、平成 30 年４月には奈良県において 1,100 ヘクタールの森林を追加取得したことで、本日現

在において公開買付者が保有する森林の総面積は約 3,500ヘクタールとなりました。今後も、日本全国

において潜在的なビジネスへの利用可能性を秘めた森林の特定を進め、保有森林の面積規模及び原木生

産規模をさらに拡大させていく計画です。 

また、国産材の安定供給体制の構築・整備と同時に、国産材需要の担い手である国内の木材関連産業

の成長産業化についても、業界が小規模・分散化している現況を是正し大型化や集約化の実現に向けた

諸施策を立案し、スピード感を持って推進していく予定です。 

こうした活動を通じて、疲弊した日本の林業を再生し、国内木材生産の振興に寄与するとともに、木

材関連産業の安定化と規模の拡大による雇用の創出、及び、高齢化や過疎化が進む山村地域の活性化を

実現していきたいと考えております。このように、公開買付者が推進する「森林活性化事業」及び「木

材関連産業の成長産業化事業」は、森林が活力を取戻し、生物多様性保全機能等の森林が元来持つ多面
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的機能が回復されることで環境価値が創出されるなど、公開買付者の資源集中事業である気候変動対策

事業に直接的に関わるものであるほか、地域経済が活性化することで、まちづくりへの取組みに対する

貢献度も大きいと考えることから、近い将来、必ずや公開買付者グループの事業の柱のひとつとして成

長していくものと期待しております。 

また、公開買付者は日本の林業や木材関連産業が他の先進国と比べても大きな成長の可能性を秘めて

いると感じております。日本と同等の経済力を持つドイツとの比較においては、森林面積では日本がド

イツの二倍以上と広い面積を有する一方で、木材生産量では日本はドイツの三分の一にも及ばない状況

にあります。そうした認識のもと、公開買付者は、生産・加工・流通の各段階が小規模・分散化してい

る木材関連産業の現況を是正し、各段階の連携の強化や規模の大型化・集約化を推進していくことこそ

が、同産業の活性化と成長産業化につながるのではないかと考えております。 

そうした発想の下で、公開買付者は、平成 29年 10月に岩手県二戸郡を拠点とする地域大手の製材事

業者である株式会社木村産業の発行済株式総数の 14.9％の株式を取得したことに続いて、同年 11 月に

は新潟県阿賀野町所在の製材・プレカット事業者である株式会社坂詰製材所の全株式を取得し、同社を

グループ傘下に収めました。今後は、森林の保有と維持・管理を通じた木材生産から、製材・木材加工

や木造建築までの事業領域を全国規模でグループ一貫体制のなかに構築していく取組みを推進してまい

ります。さらに、将来的には、CLT（Cross Laminated Timber。直交集成板）（板の層を各層で互いに直

交するように積層接着した厚型パネル）や CNF（Cellulose Nanofiber。セルロースナノファイバー）

（製紙用パルプなどを化学的・物理的方法で解繊、単離した微細繊維）といった新たな製品・建築素材

及びバイオマスエネルギーの活用や従来型の建材以外の木材の用途（土木用材等）から創出される新た

な木材需要にも注目するとともに、森林投資ファンドの組成や CO2排出権取引へも積極的に関与してい

くことで、木材関連産業の成長力の幅を拡大していきたいと考えております。 

  

③ 日本の森林、林業、木材関連産業の動向と住宅メーカーへの影響 

林野庁が平成 29 年５月 26 日に公表した「平成 28 年度 森林・林業白書」（以下「森林・林業白書」

といいます。）によれば、戦後造成されてきた日本の人工林は、現在では、その５割が 10 齢級（50

年）以上の高齢級に達しており、その年間の成長量は国内の木材需要を満たすのに十分な水準になって

いるとのことです。一方で、現状においては、豊富な森林資源が必ずしも十分に活用されていない状況

です。また、日本の人口は平成 22 年をピークに減少傾向にあり、特に山村地域の衰退が加速すること

に対する懸念が表明されています。こうしたことから、本格的な利用が可能な段階に入った森林資源を

活用することによって、林業や木材産業について、山村等における就業機会の創出と所得水準の上昇を

もたらす産業へと転換すること、すなわち林業・木材産業の成長産業化を早期に実現することが重要な

課題であると森林・林業白書は指摘しています。さらに、政府は、平成 28 年５月に、森林・林業政策

の基本となる「森林・林業基本計画」を５年ぶりに変更し、そのなかで、森林資源の循環利用による林

業の成長産業化、原木の安定供給体制の構築、木材産業の競争力強化と新たな木材需要の創出に向けた

取組みを推進することとしています。また、林業・木材産業の成長を通じて地方創生への寄与を図ると

ともに、地球温暖化の防止や生物多様性の保全への取組みを推進することもその内容に盛り込まれてい

ます。 

このように、林業や木材関連産業の活性化は、森林資源の有効活用に加えて、地方創生や地球温暖化

防止、生物多様性保全にもつながるとの認識から、政府もそうした取組みをまさに推進しているところ

であり、公開買付者がその独自の技術や知見を活用して、上記のとおり森林活性化事業及び木材関連産

業の成長産業化事業の開発に取り組んでいることは大変有意義なものであると考えております。 

さらに、森林・林業白書は住宅分野における木材利用に言及して次のように述べています。すなわち、

林野庁の試算によれば、日本においては、木材需要の約４割、国産材需要の過半が建築用材となってい

るところ、建築物の木造率は住宅分野で特に高く、新設住宅着工戸数の約半数が木造であるとのことで

す。また、平成 27 年に農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で消費

者モニターを対象に今後建築・購入したい住宅について調査したところ、74.7％が「木造住宅（昔から

日本にある在来工法のもの）」又は「木造住宅（ツーバイフォー工法など在来工法以外のもの）」と回答
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しており、「非木造住宅（鉄筋、鉄骨、コンクリート造りのもの）」と回答した比率である 11.1％を大

きく上回ったとのことです。このようなことから、森林・林業白書は、住宅の建築用材の需要が、木材

の需要、特に国産材の需要にとって重要であると指摘しています。 

一方、公共建築物等の非住宅分野における木材利用に関して、森林・林業白書は、戦後の森林資源の

枯渇への懸念や建築物の不燃化の徹底等から、公共建築物への木材利用が制限されていた時期があった

ことに言及し、現在も木材の利用は低位にとどまっていることを指摘しています。また、公共建築物は

シンボル性と高い展示効果があることから、公共建築物を木造で建築することにより、木材利用の重要

性や木の良さに対する理解を深めることが期待できるということも指摘しています。そうしたなか、平

成 22 年に、木造率が低い一方で潜在的な需要が期待できる公共建築物に重点を置いて木材利用を促進

するため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、「公共建築物における

木材の利用の促進に関する基本方針」が策定されました。同方針では、過去の「非木造化」の考え方を

「可能な限り木造化又は内装等の木質化を図る」という考え方に大きく転換して、国が整備する公共建

築物のうち、法令に基づく基準において耐火建築物とすること、又は、主要構造部を耐火構造とするこ

とが求められていない低層の公共建築物については「原則としてすべて木造化を図る」等の目標を掲げ

たことが報告されています。前述の平成 27 年に農林水産省が実施した調査では、都市部において木材

が利用されることを期待する施設に関する複数回答の質問で、「学校や図書館などの公共施設」と回答

した割合が 88.2％、「駅やバスターミナルなどの旅客施設」が 51.7％、「ホテルなどの宿泊施設」が

39.0％などとなっており、これについて森林・林業白書は非住宅分野での木材利用への期待が高まって

いるとし、近年、学校施設や図書館をはじめとする公共施設を中心に、ショッピングモール、コンビニ

エンスストア等の商業施設やオフィス等にも木材が利用されていることを指摘しています。 

さらに、森林・林業白書では、日本の中高層の建築物や低層の非住宅分野の木造率が低い状況を指摘

する一方で、欧米諸国では CLT（直交集成板）が新たな木材製品として建築物の壁面や床面に活用され、

木造の共同住宅、オフィスビル等の建築が進められていることに言及し、日本においても、CLT（直交

集成板）の普及を契機として、木造の中高層建築物等の建築が進み、新たな木材需要が創出されること

への期待が示されています。また、これに関して、平成 26 年に、林野庁及び国土交通省により「CLT

の普及に向けたロードマップ」が作成・公表され、2024 年度までに年間 50 万立方メートル程度の CLT

生産体制を構築すること等が目指すべき成果として掲げられ、関係機関が連携して取組みを進めている

ことが報告されています。 

上記のとおり、林業・森林活性化の進展は、木材利用の拡大や CLT等の木材新製品の活用を通じて、

従来の住宅分野に加えて非住宅分野においても新たな木造建築の需要創造につながることが見込まれて

います。こうしたなか、林業及び木材関連産業が生み出す、木材の原料となる森林の育成管理、製材か

ら木材を使用した建物の建築に至る一連のバリューチェーンに参画し、木材に着目した建築需要を的確

に捉えていくことが、今後の日本の住宅メーカーにとって大きなビジネスチャンスになるものと期待で

きます。同時に、住宅メーカーからの国産材に対する需要の拡大は、日本の林業の再生や木材関連産業

の活性化がさらに加速するという好循環を生み出し、林業・木材関連産業の成長を通じた地方創生への

寄与、地球温暖化の防止や生物多様性の保全といった大きな社会的使命を果たす結果となるものと考え

ております。 

 

④ 対象者グループの事業 

公開情報によれば、公開買付者は、対象者グループの事業について以下のとおり認識しております。 

対象者は、平成 12年 10月にクボタハウス株式会社からプレハブ住宅事業を譲受け、平成 15年 12月

に株式会社三洋エステート（三洋電機株式会社の遊休資産活用とマンション事業を目的として昭和 62

年 11 月設立）からマンション事業を譲り受けた総合「住生活」提案企業です。対象者普通株式は現在、

東京証券取引所市場第一部に上場しております。 

対象者グループは、平成 29 年３月末時点で、対象者、連結子会社２社及び関連会社３社（うち、持

分法適用関連会社１社）で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸建住宅、賃

貸福祉住宅、リニューアル流通及び住宅リフォームの設計、施工監理、請負及び分譲等）並びにマン
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ション事業（マンション開発、販売及び賃貸等）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよ

りよい人生のために生涯にわたるサポートを目指し事業活動を展開しています。具体的には、住宅事業

については、対象者は、工場にて住宅部材を製造し、主に４大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏、北九

州・福岡大都市圏）において、戸建住宅（プレハブ住宅）、賃貸福祉住宅、リニューアル流通及び住宅

リフォームの設計、施工監理、請負及び分譲等を行っております。対象者の連結子会社であるサンヨー

リフォーム株式会社は、住宅リフォームの設計、施工監理及び請負、並びに戸建住宅及び賃貸福祉住宅

の施工を行っています。また、マンション事業については、対象者は、主に４大都市圏において、新築

及びリノベーションマンションの開発、販売及び賃貸等を行っています。その他にも、対象者の連結子

会社であるサンヨーホームズコミュニティ株式会社が、ライフサポート事業として、マンション管理業、

保険代理業、保育事業等及びリハビリ型デイサービス施設の運営等、安心・快適な日常生活をサポート

するサービスの提供を行っております。さらに、対象者は、フロンティア事業として、太陽光システム

販売、省エネ設計コンサルティングサービス、軽量鉄骨プレハブシステムの架構体ＯＥＭ供給及び海外

事業等の新規事業に取り組んでいます。 

対象者は、「人と地球がよろこぶ住まい」を企業理念のひとつとして掲げ、「住まい」や「暮らし」に

関わる事業を通じて、「人々の安全・安心と地球環境の保全に努め、社会に貢献する会社」を目指して

います。また、対象者は、長年の歴史により積み上げられた高い技術力を背景に、「エコ＆セーフ

ティ」の事業コンセプトの下、環境面や安心・安全面にも配慮した付加価値の高い「住まい」と「暮ら

し」づくりに取り組んでいます。住宅事業においては、対象者は、政府が掲げる「平成 32 年までに新

築住宅の過半数をＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）化する」（注２）という目標にあわせ

て、積極的なＺＥＨの標準化対応を推進した結果、平成 28 年度には政府目標を４年前倒しで達成して

います。これに関連して、平成 29年 10月からは電気自動車からの給電が可能な「Ｖ２Ｈ（Ｖｅｈｉｃ

ｌｅ ｔｏ Ｈｏｍｅ）」を搭載した住宅の販売を開始しています。また、対象者は、ライフサポート

事業において、近年の大都市への人口集中に伴い「持続的な社会づくり」が大きな注目を集めるなか、

地方創生プロジェクト第１弾として平成 28 年３月より岡山県備前市の地域振興・活性化に参画してい

ます。 

（注２）ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは、外皮の断熱性能等を大幅に向上させると

ともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー

を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の

収支がゼロとすることを目指した住宅をいいます。 

 

⑤ 本公開買付けを実施する理由 

上記のような対象者の取組みは、公開買付者の企業理念である「安心で安全、そして持続可能なまち

づくりで社会に貢献」とまさに一致するものです。対象者が「住宅開発」という観点から環境保全や地

球温暖化対策といった社会の課題解決に取り組んでいるのに対し、公開買付者は「地理空間情報」の活

用や「再生可能エネルギー事業」の推進を通じて、これらの課題解決に取り組んでおります。このよう

に、対象者と公開買付者の事業理念や目指す方向性は一致していると考えるところ、両社の持つ異なる

視点やそれぞれの事業で培った技術を活かしつつ、多面的な協業の可能性や知見の融合を追求していく

ことは、その過程において新たな共通価値が創造され、これまでにないユニークな発想の下で地球環境

の保全や人々の暮らしの安心と安全を守る取組みを生み出すものであり、本公開買付けは対象者と公開

買付者の双方にシナジーをもたらすものと考えております。 

具体的には、対象者の「エコ＆セーフティ」を主軸とする住宅事業においては、公開買付者の空間コ

ンサルティング事業におけるリモート・センシング（各種センサー等を活用した遠隔探査）に関する技

術を取り入れていただくことで、センサーを利用した家電の制御システム等エネルギー効率を高めた次

世代のスマート・ハウス（情報技術を使って家庭内のエネルギー消費が最適に制御された住宅）の開発

に貢献することが期待できます。また、住宅ではなく街という大きな単位でエネルギー効率を考えるス

マート・シティ（情報技術や環境技術などの先端技術を駆使して街全体の電力の有効利用を図ることで、

省資源化を徹底した環境配慮型都市）の開発においても、公開買付者の有するリモート・センシングに
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関する技術により、広範囲でのエネルギー消費に関連する情報を収集することが可能となり、これを公

開買付者の有する地理空間情報技術と組み合わせることで、よりそれぞれの街の立地、地形に合わせた

最適なまちづくりを実現することができるものと予感しております。さらに、公開買付者がその利用に

関して実績を有する再生可能エネルギーは、環境と安全に配慮したエネルギー資源そのものであり、対

象者の主軸とする「エコ＆セーフティ」を体現する住宅や都市の開発の一助になるものと確信しており

ます。対象者との間でこのような協業を進めることは、人と地球に優しいまちづくり、すなわち「グ

リーン・コミュニティ」の実現を目指す公開買付者にとっても極めて魅力的であります。 

これらに加えて、公開買付者が新たな事業領域として推進する森林活性化事業との関連では、以下の

ような協業の道を模索してまいりたいと考えております。国産材の安定供給を前提とした対象者の木造

住宅、非住宅木造建築及び木材を活用した内装・リフォームに係る事業等において、公開買付者が対象

者に対して優良な国産材を安定供給することにより、対象者が競合他社との差別化を図ることが可能と

なり、同事業の拡大に貢献することができるものと考えております。さらには、今後対象者と協議のう

え、対象者を中心として地域ハウスビルダー、プレカット事業者及び製材・木材加工事業者等との連携

を深め、資本業務提携やＭ＆Ａ等を通じた事業ネットワークを構築することで、木材の原料となる森林

の育成管理、製材から木材を使用した建物の建築に至る一連のバリューチェーンを確立してまいりたい

と考えております。かかるバリューチェーンを構築することで、地域の木材関連産業の活性化や成長産

業化に貢献し、さらには対象者及び公開買付者の双方において企業価値を向上させていくことができる

ものと大いに期待しております。こうした対象者と公開買付者による共同の取組みは、最終的には、地

方創生や地域経済の活性化、地球温暖化の防止や生物多様性の保全といった大きな社会的使命を果たす

結果につながるという意味においても大変有意義であると考えております。 

本公開買付けを実施し、公開買付者と対象者の資本関係の更なる強化を行うことは、上記のとおり、

現在、対象者及び公開買付者が異なる視点から推進する「地球環境の保全」、「地球温暖化対策」及び

「社会の安心と安全の維持向上」に関わる取組みを融合し、両社における各事業の成長及び両社の目的

達成に向けて強力な推進体制を構築するうえで極めて有意義なものであると考えており、両社の利益に

貢献するものと確信しております。以上のとおり、公開買付者は、対象者との間の資本関係の更なる強

化により、対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益の拡大

を図るため、本公開買付けを通じて、対象者普通株式を買い増すことを決定いたしました。上記のとお

り、本公開買付けの目的は、対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築することにあるため、公開

買付者は、本公開買付けにより取得した株式を含め、その所有する対象者普通株式を長期的に所有する

方針です。なお、公開買付者は、本公開買付け後において、対象者に取締役を派遣する具体的な予定は

現時点においてありません。また、公開買付者は、対象者がこれまで行ってきた経営施策を高く評価し

ており、本公開買付け後も、対象者の現在の経営体制を尊重する方針です。公開買付者は、本公開買付

けにより、対象者の経営を支配することを目的としておりません。また、本公開買付けにより取得した

株式を含め、その所有する対象者普通株式に係る議決権に関する行使の方針については、本公開買付け

後の公開買付者と対象者との間の協業関係の構築に向けた協議の状況等を踏まえ、検討してまいります。 

 

（３） 対象者普通株式の追加取得の予定の有無 

公開買付者は、本公開買付け後に対象者普通株式を追加取得する具体的な予定は現時点においてありま

せんが、本公開買付け後、その結果及び本公開買付け後の公開買付者と対象者との間の協業関係の構築

に向けた協議の状況等を踏まえ、改めて検討してまいります。 

 

（４） 上場廃止の見込みの有無及びその事由 

対象者普通株式は、本日現在、東京証券取引所市場第一部に上場しております。本公開買付けは、対象

者普通株式の上場廃止を企図したものではなく、本公開買付け後も引き続き対象者普通株式の上場を維

持する方針であることから、買付予定数の上限（3,702,708株）を設定しておりますので、本公開買付け

後に公開買付者が所有することとなる対象者普通株式の数は、最大で 4,207,508株（所有割合 33.34％）

にとどまる予定です。但し、本公開買付けの結果、対象者の株主数が、対象者の事業年度の末日におい
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て 400 人未満である場合において、１年以内に 400 人以上とならないときは、東京証券取引所の定める

上場廃止基準に抵触する可能性があり、その場合には、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があ

ります。対象者普通株式が東京証券取引所において上場廃止となった場合には、対象者普通株式は東京

証券取引所において取引をすることができなくなります。 

本公開買付けの結果、万一、対象者普通株式が東京証券取引所の上場廃止基準に抵触するおそれが生じ

た場合、公開買付者は、大株主との協議も含め、上場廃止の回避のための方策について対象者と誠実に

協議したうえで、対象者普通株式の上場が引き続き維持されるよう合理的な努力を行います。なお、上

記方策の具体的な内容、実施の詳細及び諸条件について、現時点で決定している事項はありません。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 名 称 サンヨーホームズ株式会社 

② 所 在 地 大阪市西区西本町一丁目４番１号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 田中 康典 

④ 

事 業 内 容 

住宅事業（戸建住宅・賃貸福祉住宅・リニューアル流通・住宅リフォーム

の設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンション事業（マンション開

発・販売・賃貸等）その他ライフサポート事業（託児所及びリハビリス

テーションの運営、マンション管理等）及びフロンティア事業（軽量鉄骨

プレハブシステムの架構体ＯＥＭ供給、海外事業等） 

⑤ 資 本 金 5,945,162,500円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 44年２月１日 

⑦ 

大株主及び持株比率 

(平成 29 年９月 30 日現在) 

株式会社ＬＩＸＩＬ 24.56％ 

オリックス株式会社 16.64％ 

関西電力株式会社 12.12％ 

セコム株式会社  7.92％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  5.42％ 

株式会社クレディセゾン  2.38％ 

入子 晃一  1.85％ 

有限会社エムイー  1.23％ 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）  1.16％ 

サンヨーホームズ従業員持株会  1.07％ 

⑧ 上場会社と対象者の関係 

 
資 本 関 係 

本日現在、公開買付者は対象者普通株式 504,800 株（所有割合：4.00％）

を所有しています。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 該当事項はありません。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

（注）「大株主及び持株比率（平成 29年９月 30日現在）」は、対象者が平成 29年 11月 13日に提出した第 22

期第２四半期（自 平成 29 年７月１日 至 平成 29 年９月 30 日）四半期報告書に記載された「大株

主の状況」を基に記載しております。 

 

（２）日程等 

① 日程 

取 締 役 会 決 議 平成 30年４月 26日（木曜日） 

公 開 買 付 開 始 公 告 日 平成 30年４月 27日（金曜日） 
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電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/） 

公開買付届出書提出日 平成 30年４月 27日（金曜日） 

 

② 届出当初の買付け等の期間 

平成 30年４月 27日（金曜日）から平成 30年６月 12日（火曜日）まで（30営業日） 

 

③ 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 1,200円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

公開買付者は、本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買

付価格」といいます。）を決定するために、本公開買付けを実施することについての公表日の前営業日

である平成 30 年４月 25 日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値（855 円）、同

日までの過去１か月間（平成 30 年３月 26 日から平成 30 年４月 25 日まで）の終値の単純平均値（875

円。小数点以下四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。）、同過去３か月間（平成

30 年１月 26 日から平成 30 年４月 25 日まで）の終値の単純平均値（900 円）、同過去６か月間（平成

29年 10月 26日から平成 30年４月 25日まで）の終値の単純平均値（887円）を参考にいたしました。

そして、公開買付者は、対象者普通株式の上記市場株価、対象者の直近の財務状況及び対象者が平成

30 年２月 19 日付で提出した有価証券届出書に係る新株予約権の行使価額（第１回新株予約権につき対

象者普通株式１株当たり 1,000円、第２回新株予約権につき対象者普通株式１株当たり 1,200円）等に

照らして適正な株式価値であるという判断が可能な範囲で、本公開買付けに対してより多数の応募がな

されるように、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において公開買付価格決定の際

に付与されたプレミアムの水準の実例、本日現在においては対象者が本公開買付けに対して賛同するか

否かが明らかでないこと、本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案して、本日、本公開

買付価格を１株当たり 1,200円と決定いたしました。なお、公開買付者は、上記「１．買付け等の目的

等」の「（１）本公開買付けの概要」に記載のとおり、平成 30年２月上旬以降、市場内取引により断続

的に対象者普通株式を取得しております（取得価格は、１株当たり 800 円から 995 円まで）。これらの

取得価格と本公開買付価格との間には、１株当たり 205円から 400円までの差異がありますが、これは

主に当該取引が行われた時点以降の対象者普通株式の株価の動向及び本公開買付けにおいて付されるプ

レミアムによる差異に基づくものです。 

本公開買付価格（１株当たり 1,200円）は、本公開買付けを実施することについての公表日の前営業

日である平成 30年４月 25日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値 855円に対し

て 40.35％、同日までの過去１か月間（平成 30年３月 26日から平成 30年４月 25日まで）の終値の単

純平均値 875 円に対して 37.14％、同過去３か月間（平成 30 年１月 26 日から平成 30 年４月 25 日ま

で）の終値の単純平均値 900 円に対して 33.33％、同過去６か月間（平成 29 年 10 月 26 日から平成 30

年４月 25 日まで）の終値の単純平均値 887 円に対して 35.29％のプレミアムをそれぞれ加えた金額に

相当します。 

なお、公開買付者は、本公開買付価格を検討するにあたり、第三者算定機関から対象者普通株式の株

式価値に関する算定書を取得しておりません。これは、本公開買付けは対象者との間で事前に協議を行

うことなく開始することを予定していたものであって、本公開買付価格を決定するに際して、対象者よ

り、非公表の情報を入手することができず、対象者が平成 27年 11月 13日付で公表した平成 30年３月

期を最終年度とする中期経営計画を踏まえても株式価値の算定の基礎とするに十分な情報を得られな
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かったことから、第三者算定機関に対して株式価値の算定を依頼する実益に乏しいと判断したことに基

づきます。 

 

② 算定の経緯 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するために、本公開買付けを実施することについての公表日の

前営業日である平成 30 年４月 25 日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の終値（855

円）、同日までの過去１か月間（平成 30 年３月 26 日から平成 30 年４月 25 日まで）の終値の単純平均

値（875 円）、同過去３か月間（平成 30 年１月 26 日から平成 30 年４月 25 日まで）の終値の単純平均

値（900円）、同過去６か月間（平成 29年 10月 26日から平成 30年４月 25日まで）の終値の単純平均

値（887 円）を参考にいたしました。そして、公開買付者は、対象者普通株式の上記市場株価、対象者

の直近の財務状況及び対象者が平成 30年２月 19日付で提出した有価証券届出書に係る新株予約権の行

使価額（第１回新株予約権につき対象者普通株式１株当たり 1,000円、第２回新株予約権につき対象者

普通株式１株当たり 1,200円）等に照らして適正な株式価値であるという判断が可能な範囲で、本公開

買付けに対してより多数の応募がなされるように、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの

事例において公開買付価格決定の際に付与されたプレミアムの水準の実例、本日現在においては対象者

が本公開買付けに対して賛同するか否かが明らかでないこと、本公開買付けに対する応募数の見通し等

をも総合的に勘案して、本日、本公開買付価格を１株当たり 1,200円と決定いたしました。 

 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 

 

（５）買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

3,702,708株 ―株 3,702,708株 

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,702,708 株）以下の場合には、応募株券等の全部の買付け

等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,702,708 株）を超える場合は、その超える

部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定

するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注２）単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17年法律第 86号。その後

の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は

法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に

自己の株式を買い取ることがあります。 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
5,048個 （買付け等前における株券等所有割合 4.00％） 

買付け等前における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
０個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 

買付け等後における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
42,075個 （買付け等後における株券等所有割合 33.34％） 

買付け等後における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
０個 （買付け等後における株券等所有割合 0.00％） 

対象者の総株主等の議決権の数 126,168個  

（注１）「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予

定数（3,702,708 株）の株券等に係る議決権の数（37,027 個）に、「買付け等前における公開買付者
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の所有株券等に係る議決権の数」（5,048個）を加えた議決権の数を記載しております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者第 22期第３四半期報告書に記載された平成 29年 12月

31 日現在の対象者の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。

但し、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」

及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第 22 期第３四半期報告書に

記載された平成 29年 12月 31日現在の対象者の発行済普通株式総数（12,620,000株）に係る議決権

の数（126,200個）を分母として計算しております。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小

数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金   4,443,249,600円 

（注）買付予定数（3,702,708 株）に１株当たりの本公開買付価格（1,200 円）を乗じた金額を記載しており

ます。 

 

（８）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町３番 11号 

 

② 決済の開始日 

平成 30年６月 19日（火曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買

付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした方（以下「応募株主等」といいます。）（外国

人株主等の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は

公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）が指示した方

法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます。 

 

④ 株券等の返還方法 

下記「(９) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27条の 13第４項各号に掲げる条件の有無

及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の

条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、公開買付期間末

日の翌々営業日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後速やかに、応募株主等

が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記

録に戻すことにより返還します（株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替

える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。）。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27条の 13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,702,708 株）以下の場合には、応募株券等の全部の買付け

等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,702,708 株）を超える場合は、その超える部

分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定する

あん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元（100 株）未満の端数を四捨五入して計算した各応

募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買付予定数の上限以上になるま

で、四捨五入の結果切り捨てられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元（追加

して１単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数）の応募株券等
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の買付け等を行います。但し、切り捨てられた端数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により

買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を上回らない範囲

で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元（100 株）未満の端数を四捨五入して計算した各応

募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付予定数の上限を下回らない数

まで、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を

１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の端数の部分がある場合は当該１単

元未満の端数）減少させるものとします。但し、切り上げられた端数の等しい複数の応募株主等全員か

らこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数

の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定し

ます。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいま

す。）第 14条第１項第１号イないしリ及びヲないしツ、第３号イないしチ及びヌ並びに同条第２項第３

号ないし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがありま

す。なお、①対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする

剰余金の配当（株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体

の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の 10％に相当する額（1,532,543,900 円（注））未満であると見込

まれるものを除きます。）を行うことについての決定をした場合、及び②対象者の業務執行を決定する

機関が、自己株式の取得（株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最

近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の 10％に相当する額

（1,532,543,900 円）未満であると見込まれるものを除きます。）を行うことについての決定をした場

合に、令第 14 条第１項第１号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合

として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第 14 条第１項第３号ヌについては、同号イ

からリまでに掲げる事実に準ずる事実として、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な

事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をい

います。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買

付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、そ

の後直ちに公告を行います。 

（注）ご参考：対象者の発行済株式総数及び自己株式の数に変動がないとすると、１株当たりの配当額

は 122 円に相当します（具体的には、対象者が平成 29 年６月 29 日に提出した第 21 期（自 平

成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日）有価証券報告書に記載された平成 29 年３月 31 日

における対象者の単体の貸借対照表上の純資産額 15,325,439,000 円の 10％に相当する額である

1,532,543,900円を、対象者第 22期第３四半期報告書に記載された平成 29年 12月 31日現在の

対象者の発行済普通株式総数（12,620,000 株）で除し、１円未満の端数を切り上げて計算して

います。）。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第 27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第 13条第１項に定める行為

を行った場合には、府令第 19 条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うこ

とがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新

聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に

規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、

当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行いま

す。 
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④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができま

す。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の 15時 30分までに、以下に指定する者の本店に「公

開買付応募申込受付票」を添付の上、「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面」（以下「解除書

面」といいます。）を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日

の 15時 30分までに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。従って、解除書面

を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の 15時 30分までに公開買付代理人に到達しなければ

解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、以下に指定する者の本店に備え置いています

ので、契約の解除をする場合は、以下に指定する者にお尋ねください。なお、公開買付者は、応募株主

等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求するこ

とはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。 

 

解除書面を受領する権限を有する者 

三田証券株式会社   東京都中央区日本橋兜町３番 11号 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第 27条の６第１項及び令第 13条の規定により禁止される場合を

除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の

内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公

告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行

います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更

後の買付条件等により買付けを行います。 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法第 27条の８第 11項但書に規定する場合を除き、直

ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20

条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明

書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の

範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、

その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第 30 条の２に

規定する方法により公表します。 

 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、

また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、

電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものでは

なく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若

しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付

届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の

方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制

限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対

し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公
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開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関する

いかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、

又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書

の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段

（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りま

せん。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託

者・受任者として行動する者ではないこと（当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から

与えている場合を除きます。）。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成 30年４月 27日（金曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町３番 11号 

 

３．本公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

本公開買付け後の方針等及び今後の見通しについては、上記「１．買付け等の目的等」の「（２）本公開

買付けの実施を決定するに至った背景及び理由」及び「（４）上場廃止の見込みの有無及びその事由」をご

参照ください。 

 

４．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

該当事項はありません。 

 

（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

該当事項はありません。 

以 上 


